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参考資料1 千葉市空家等対策協議会                             

空家等に係る様々な分野の知見を広く聴取するため、本市の附属機関として、平成 29 年 8 月より有識

者による「千葉市空家等対策協議会（以下、「協議会」という。）」を設立しています。本計画の改定におい

ては、計 3 回にわたり協議会で協議していただきました。 

（１） 千葉市空家等対策協議会 委員 

 
 

（２） 経緯 

 

 

 

 氏  名 役職等 

1 家永 けい子 (公社)千葉県建築士事務所協会 

2 池田 銀藏 (公社)全日本不動産協会千葉県本部 

3 金子 建一郎 千葉市町内自治会連絡協議会 

4 久保 明洋 (一社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部 

5 栗田 節子 千葉市民生委員児童委員協議会 

6 鈴木 雅之 千葉大学大学院国際学術研究院 教授 

7 長岡 みち子 千葉県弁護士会 

8 古田 善宏 千葉司法書士会 

9 松薗 祐子 淑徳大学アジア国際社会福祉研究所 客員研究員 

10 森永 良丙 千葉大学大学院工学研究院 准教授 

任期 令和 5 年 1 月 1 日 ～ 令和 6 年 12 月 31 日 

（50 音順、敬称略  役職等は令和 5 年 1 月時点） 

年月 内容 

令和 5 年 1 月 

千葉市の空き家の現状について 

空き家に関する国の動向について 

現計画の概要について 

現計画の取組と検証について 

令和 5 年 5 月 

千葉市住生活基本計画の改定について 

最新の国の動向について 

空家等対策の課題と計画改定の方向性について 

令和 5 年 8 月 

千葉市空家等実態調査結果に対する本市の対応について 

現計画の取組と検証について 

千葉市空家等対策計画改定案について 
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（３）運営規程 

 

千葉市空家等対策協議会運営規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する規則（以下「規則」とい

う。）第３条第７項の規定に基づき、千葉市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）

の運営について必要な事項を定める。 

（会議招集の通知） 

第２条 会長は、協議会の開催日の７日前までに、会議の日時、場所及び協議事項を委員

に通知しなければならない。ただし、特別の理由のある場合はこの限りではない。 

（関係者の出席等） 

第３条 協議会は、協議のために必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若

しくは説明を聴き、または資料の提出を求めることができる。 

（会議等の公開） 

第４条 会議は、千葉市情報公開条例（平成１２年千葉市条例第５２号）第２５条に基づき、

原則として公開するものとする。ただし、千葉市情報公開条例施行規則（平成１２年千葉

市規則第９５号）第１２条第１項各号のいずれかに該当する調査審議を行うときは、その

会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 

２ 会議録の作成については、千葉市附属機関等の会議の公開に関する要綱（平成１２年１０

月１日施行）の定めるところによる。 

３ 会議録は会長の署名により承認とみなし、確定することとする。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、都市局都市部都市安全課において処理する。 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

 

 附則 

（施行期日） 

この規程は、平成２９年８月３日から施行する。 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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参考資料2 千葉市空家等対策推進会議                            

本計画の改定に向けては、庁内関係部局で構成された「千葉市空家等対策推進会議（旧：千葉市空

家等対策計画策定推進会議。平成 29 年 8 月設置。）」において、関係部局間の連絡調整及び協議・検

討を行いました。 

 

（１） 千葉市空家等対策推進会議 委員 

 
 

（２） 経緯 

 

 

局 課 

都 市 局 都市政策課都市景観デザイン室、都市安全課、住宅政策課、建築指導課 

市 民 局 市民自治推進課、区政推進課、地域安全課 

保 健 福 祉 局 地域福祉課、地域包括ケア推進課、高齢福祉課 

建 設 局 土木管理課 

中 央 区 地域づくり支援課 

 

年月 内容 

令和 4 年  8 月 第 6 回 会議 

改定の背景と空き家の現状について 

空家等対策計画の実施状況について 

空家等対策計画改定の方向性（案）について 

令和 5 年  10 月 第 7 回 会議 計画改定案について 
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参考資料3  ＷＥＢアンケート                                     

平成 29 年度に、市ホームページで市内にお住まいの方々を対象としたアンケート調査を実施しまし

た。 

（１） アンケート概要 

名   称：平成 29 年度 第 6 回ＷＥＢアンケート 「空き家」 

調査期間：平成 29 年 9 月 1 日（金）～平成 29 年 9 月 10 日（日） 

回答者数：630 人 

調査目的：住宅の住み替えで、中古住宅（戸建・マンション）を購入するための条件や空き家・空き室を借

りる条件について傾向を掴む。 

（２） 平成 29 年度ＷＥＢアンケート調査票（アンケート項目と調査結果※） 

※千葉市ＨＰ掲載資料より抜粋 

630

※割合（％）は複数選択の設問や、小数点第２位以下四捨五入のため、割合の合計が１００％にならない場合があります。

平成２９年度 第６回

１　調査名 「空き家」「ふるさと納税」「千葉市の農業」

平成２９年９月 １日（金）午前１０時 ～ 同月１０日（日）午後 ５時

３　回答者数 人

２　調査期間

 

回 答 者  属 性

回 答 者 数 630 人
～１０代 1 0.2%
２０代 18 2.9%

男 329 52.2% ３０代 112 17.8%
女 273 43.3% ４０代 199 31.6%
その他 3 0.5% ５０代 124 19.7%

未回答 25 4.0% ６０代 86 13.7%

計 630 100.0% ７０代以上 90 14.3%

計 630 100.0%

会社員 234 37.1%
自営・自由業 40 6.3% 中央区 142 22.5%
パート・アルバイト 81 12.9% 花見川区 94 14.9%
公務員 26 4.1% 稲毛区 100 15.9%
学生 5 0.8% 若葉区 95 15.1%
専業主婦・主夫 126 20.0% 緑区 79 12.5%
無職 100 15.9% 美浜区 120 19.0%

その他 18 2.9% 計 630 100.0%

計 630 100.0%

性　別

年　代

居　住　区
職　業

 
Ｑ１：

回答条件
持ち家／一戸建て 338 53.7%
持ち家／分譲マンション 180 28.6%
賃貸住宅／一戸建て 14 2.2%
賃貸住宅／集合住宅（アパート、賃貸マンションなど） 98 15.6%

630 100.0%計

はじめに、「空き家」についてお聞きします。

どのようなお住いにお住みですか。

（１つだけ）（入力必須）
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Ｑ２：

賃貸住宅（一戸建て）に住み替えたい → Q４へ 5 0.8%
賃貸住宅（集合住宅）に住み替えたい → Q４へ 18 2.9%
新築の一戸建て住宅を購入したい → Ｑ８へ 30 4.8%
新築の集合住宅を購入したい → Ｑ８へ 12 1.9%
中古の一戸建て住宅を購入したい 21 3.3%
中古の集合住宅を購入したい 18 2.9%
考えていない → Ｑ８へ 526 83.5%

630 100.0%

Ｑ３：

設備がよい（リフォーム済みなど） → Ｑ８へ 18 46.2%
購入費用が新築に比べて半額以下 → Ｑ８へ 19 48.7%
駅から歩ける距離 → Ｑ８へ 30 76.9%
バス停が近くにある → Ｑ８へ 5 12.8%
生活スタイルに合った広さがある → Ｑ８へ 30 76.9%
利便施設（店舗や公共施設など）が近くにある → Ｑ８へ 28 71.8%

130 333.3%

Ｑ４：

設備がよければ借りたい（リフォーム済みなど） → Q６へ 16 69.6%
駅から歩ける距離なら借りたい → Q６へ 17 73.9%
バス停が近くにあれば借りたい → Q６へ 6 26.1%
家賃が安ければ借りたい → Q６へ 14 60.9%
趣味や生活スタイルなどに合わせてリフォームできるなら借りたい → Q６へ　 4 17.4%
二世帯で住む広さがあれば借りたい → Q６へ 1 4.3%
三世帯で住む広さがあれば借りたい → Q６へ 0 0.0%
生活と一緒に商売もできれば借りたい → Q６へ 0 0.0%
多人数でシェアできるなら借りたい → Q６へ 1 4.3%
住宅以外にも使用できれば借りたい 2 8.7%
思わない → Q６へ 2 8.7%

63 273.9%

Ｑ５：

別荘 2 100.0%
トランクルーム 0 0.0%
趣味の作業部屋 1 50.0%
仕事の作業部屋 0 0.0%
営業所や事務所 0 0.0%
飲食店（カフェなど） 0 0.0%
店舗（日用品、雑貨販売など） 0 0.0%
宿泊施設 0 0.0%
福祉関係施設（デイサービスやショートステイなど） 0 0.0%
子育て関係施設（託児所や子供ルームなど） 0 0.0%
NPOなどが使う施設 1 50.0%

4 200.0%

Q４で「住宅以外にも使用できるのであれば借りたい」と回答された方にお聞きします。住宅
以外で、どのように使用したいですか。

（１つだけ）（入力必須）

（いくつでも）

（いくつでも）

Q２で「賃貸住宅（一戸建て）に住み替えたい」「賃貸住宅（集合住宅）に住み替えたい」と回
答された方にお聞きします。空き家となっている一戸建て住宅や集合住宅の空き室を借りた
いですか。

住み替えを考えていますか。

どのような条件であれば購入したいですか。

（いくつでも）

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

計

計  
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Ｑ６：

知っていた 7 30.4%
知らなかった 15 65.2%
住んでいた → Q８へ 0 0.0%
未回答 1 4.3%

23 100.0%

Ｑ７：

駅から歩ける距離なら借りたい 14 63.6%
バス停が近くにあれば借りたい 5 22.7%
家賃が安ければ借りたい 15 68.2%
生活スタイルに合った広さがあれば借りたい 7 31.8%
借りたくない 3 13.6%

44 200.0%

Ｑ８：

住宅 355 56.3%
オフィス 105 16.7%
飲食店（カフェなど） 227 36.0%
店舗（日用品、雑貨販売など） 183 29.0%
宿泊施設 59 9.4%
福祉関係施設（デイサービス 205 32.5%
子育て関係施設（託児所や子供ルームなど） 286 45.4%
地域で活用する施設（自治会、老人会なと） 271 43.0%
NPOなどが使う施設 155 24.6%
活用しなくていい 27 4.3%

1,873 297.3%

（１つだけ）

（いくつでも）

Q２で「賃貸住宅（一戸建て）に住み替えたい」「賃貸住宅（集合住宅）に住み替えたい」と回
答された方にお聞きします。部屋を入居者が自分で改修することができる賃貸住宅（DIY賃
貸住宅）について、知っていましたか。

Q６で「知っていた」「知らなかった」と回答された方にお聞きします。DIY賃貸住宅があれば借
りたいですか。

計

計

計

近くにある（もしくは所有している）空き家となっている一戸建て住宅や集合住宅の空き室に
ついて、どのように活用されるのがいいですか。
（いくつでも）（入力必須）

 
 

 

（３） 調査結果まとめ 

ア  居住されている住宅の種類をＱ１で確認しましたが、回答者のうち５１８人（全体の８３％）が「戸建

もしくは分譲マンションの持家」の方でした。 

持家の方が多いためか、Ｑ2の住み替えについては５２６人（全体の８３％）が「住み替えを考えてい

ない」との回答結果となりました。 

イ  Ｑ3 からＱ7 については、住み替えを検討されている方に向けての設問として用意したのですが、回

答者が少なかったことから、傾向がつかめませんでした。 

ウ  住宅の活用については、Ｑ8 の複数選択により回答者全員に回答を頂きましたが、近隣住民や所

有者が望む利活用としては、「オフィス」や「宿泊施設」よりも「子育て関連施設」や「地域で活用する

施設」など、日常生活の中で利用できるような施設が望まれる傾向にあることが分かりました。 
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参考資料4 千葉市空家等実態調査                              

（１） 調査の概要 

空家等対策を検討するには、市内の空家等の実態を把握する必要があります。そこで、平成 29 年度

に市内の空家等の現状（空家等と推定される戸数、所在地、老朽具合等）及びその所有の状況（原因、

維持管理、活用意向等）について調査を行いました。 

ア 対象建物 

（ア） 千葉市内の「一戸建ての住宅（兼用住宅含む）」 

（イ） 千葉市内の「共同住宅等（マンション・アパート・長屋）」※1 

※1 建物の住戸が全て空室である共同住宅等が対象となります。 

イ 期間 

平成 29 年 6 月から平成 30 年 2 月まで 

 

ウ 調査項目 

（ア） 机上調査 

水道使用者情報や地図情報等の資料を基に、現地調査の対象となる建築物（現地調査により空

家等の推定が必要となる建築物）を抽出。 

 

（イ） 現地調査 

机上調査で抽出した建築物について、現地にて調査票（外観目視による調査項目）に基づき調査。

空家候補に該当するか判定し、空家候補の戸数や住所、地域特性を調査。また、判定と併せて老

朽危険度の判定を行い、建物の老朽・損傷状態を調査（調査は全て公道からの確認）。 

 

（ウ） 所有者意向調査 

所有者の傾向や活用意向等を把握するため、現地調査で空家候補と判定された建築物の中で、

特定できた空家候補の所有者等（もしくはその関係者）に対し、所有の状況（所有者属性、建物利

用・管理状況、今後の利用等）に関するアンケート調査を実施。 

 

（エ） 空家等管理台帳・空家等位置図の作成 

空家候補の実態、地域特性とともに年月による経過を把握するため、調査結果などから空家等管

理台帳・空家等位置図を作成。 

【実態調査フロー図】 

       

 

 

机上調査 

（現地調査候補抽出） 

現地調査 

（空家候補の判定等） 

アンケート調査 

（所有の状況や意向等） 

位置図作成 

管理台帳作成 
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（２） 机上調査について（現地調査の対象建築物の抽出） 

現地調査の対象となる建築物を抽出するため、水道使用者情報等の資料をもとに、1年以上水道が

使用されていない住宅の一覧を作成し、住宅地図の住所と照らし合わせることで現地調査のリストを作

成しました。 

 

（３） 現地調査について（空家候補の判定・詳細調査） 

机上調査で作成した現地調査リストにある所在地に調査員が出向き、目視にて空家判定を行い、居住

がないと判断した建物（空家候補）については、さらに詳細調査（建物状況や敷地を含めた管理状況の確

認など）、老朽危険度判定や影響度判定を行いました。 

ア 空家候補の判定※2 

現地調査票にある調査項目にて、電気・ガスメーターの動作状況、表札、ポストの状態等を確認し

総合的に判定を行いました。 

※2 現地の状況により判定できなかった物件は、「空家候補」の可能性があるため所有者調査の対象としました。 

 

イ 詳細調査※3（空家候補のみ対象） 

空家候補と判断された建物について、立地状況や管理状況などを外観目視により調査しました。調

査した項目は以下のとおりです。 

（ア） 建物情報、敷地条件等 

建物や敷地の特性を把握するため、建築物の用途、構造や階数、接道状況（敷地に接している

道路の幅員）、工作物（門、塀、擁壁等）の有無などを調査しました。 

 

（イ） 管理状況（建物・敷地） 

空家候補の管理状態を把握するため、建物の清掃、戸締り、破損や腐朽の状態、工作物の状態、

敷地の草木の手入れ、ごみや動物・害虫の有無などについて調査しました。 

 

（ウ） 倒壊等の恐れ 

建築物の劣化状況や傾斜具合などから、倒壊等する可能性の有無とその度合い（緊急性）につ

いて調査しました。 

 

（エ） 利活用関係（建物属性・立地特性等） 

利活用に関する対策を検討するための情報として、建物属性や立地特性、交通手段等を確認し

ました。 

※3 各項目とも公道からの目視で確認できた場合のみ記入 

 

ウ 老朽危険度判定・影響度判定 

空家等対策の検討に活用するため、空家候補の老朽危険度及び周辺への影響の度合について、

評価を行い総合的な判定の指標としました。なお、調査は敷地外からおこなうため、項目は外観目視

により簡易に判定できるものとしています。 
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（ア） 老朽危険度判定 

a 判定基準 

空家候補の性能や劣化の状態がどの程度か判断するため、以下のような基準を定めました。 

ⅰ 構造の質の程度（構造一般の種類） 

ⅱ 構造の腐朽や損傷の状態（構造の腐朽又は破損の程度） 

ⅲ 災害発生の危険性や避難の容易さ（防火上又は避難上の構造の程度） 

ⅳ 排水処理に関すること（排水設備） 

 

 

b 判定指標 

老朽危険度は、A、B、C、D の 4 段階で評価しました。評点については「老朽危険度判定基準」

によって建物ごとに集計した点数計によりランク付けをしております。 

       

評定区分 評定項目 評定内容 評点 

1 
構造一般の

程度 

①基礎 
イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの  

ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの   

②外壁 外壁の構造が粗悪なもの   

2 

構造の腐朽

又は破損の

程度 

③基礎、土台、 

柱又ははり 

イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損してい

るもの等小修理を要するもの 
  

ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽

し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損

があるもの等大修理を要するもの 

  

ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の

危険のあるもの 
  

④外壁 

イ 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出し

ているもの 
  

ロ 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の

露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの 
  

⑤屋根 

イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの   

ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が

腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの 
  

ハ 屋根が著しく変形したもの   

3 

防火上又は

避難上の構

造の程度 

⑥外壁 
イ 延焼のおそれのある外壁があるもの   

ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が 3 以上あるもの   

⑦屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの   

4 排水設備 ⑧雨水 雨樋のないもの   

ランク 老朽危険度判定基準 基準 

A 危険がない空家 ・屋根、外壁、傾きのすべてに問題が見当たらない 
利活用の検討

が可能 B 
軽微な修繕が必要な空

家 
・屋根、外壁に部分的に破損がある 

C 危険度が中程度の空家 

・一部に傾きがあるが屋根・外壁は問題がない 

・一部に傾きがあり、かつ屋根・外壁の一部又は全

面に破損があるもの 

・傾きはないが屋根・外壁の一部に破損があるもの 

特定空家等の

可能性が高い

（利活用の検討

が難しい） 
D 

危険度が大きく早急な対

応が必要な空家 

・全体的に傾きがあるもの 

・傾きはないが屋根の大部分が陥没又は外壁の大

部分の外装材が腐敗或いは剥離しているもの 
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（イ） 影響度判定 

a 周囲に対する影響度判定 

建物が自然災害の発生などにより倒壊した場合※4を想定。建物の倒壊により近隣や道路などに

影響を与える可能性があるか、外観目視で判定しました。 

 

 

b 管理に関する影響度判定 

敷地や工作物の不適切な管理状況について、該当の有無を外観目視で判定しました。 

        

 

 

 

（４） 所有者意向調査（アンケート調査） 

空家対策については、空家になった背景や困っていることなど所有者等の状況や利活用に関する意

向などを把握しておかなければ、いくら対策を用意しても問題解決に結びつきません。 

そこで、所有者等の状況や空家に対する考え方を把握するためアンケート調査を実施しました。 

ア 調査対象 

所有者調査により判明した空家候補の所有者等（もしくは、その関係者） 

 

イ 調査フロー 

 

 

ウ 調査項目 

アンケートを実施するにあたり、維持管理や困っていること、今後の予定、利活用への意向等に関す

る調査項目を以下のように設定しました。（調査票の詳細は参考資料5を参照） 

区分 判定基準 

a 倒壊した場合でも、隣家及び公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性が低い 

b 倒壊した場合に、隣家及び公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性が高い 

※4 あくまで想定であり、現状で建物倒壊の可能性を判断しているわけではありません。 

区分 判定基準 

X1 敷地(庭木、雑草の繁茂)の状況で、周辺に影響を及ぼす可能性が高い 

X2 ゴミ、臭気の発生等の状況で、周辺に影響を及ぼす可能性が高い 

X3 工作物等(擁壁、門塀、看板)の状況で、周辺に影響を及ぼす可能性が高い 

X4 動物・害虫等の状況で、周辺に影響を及ぼす可能性が高い 

 

アンケート 

項目の作成 

郵送先の把握 

（地図情報など、各種資

料による調査） 

アンケート 

の郵送 

返送された 

アンケート 

の集計 
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（ア） アンケート項目 

a アンケートの回答者、所有者の権利関係・世帯、地域との関係など 

・ 本アンケートを回答される方は、どなたですか。 

・ 対象住宅の所有者は、どなたですか 

・ 対象住宅の所有者の世帯類型についてお答えください。 

・ 対象住宅のある地域の方とは、どのように関わっていますか。 

・ 対象住宅の建築時期(竣工時期)は、いつ頃ですか。 

b 空家候補について、居住しているかどうかの確認 

c 居住していない住宅の使用について（「居住していないが、使用している」と回答された方を対象） 

・ 対象住宅に居住しなくなったきっかけなどについて、お答えください。 

・ 対象住宅をどのように使用していますか。 

・ 対象住宅の使用頻度はどのくらいですか。 

d 空家の現状について（「居住していない」と回答された方を対象） 

・ 空家になったきっかけなどについて、お答えください。 

・ 空家に住まなくなって、どのくらい経ちますか。 

・ 空家の維持管理は、どのような事を行っていますか。空家の維持管理は、どのくらいの割合で行

っていますか。 

・ 空家があることで、お困りのことはありますか。 

e 住宅の今後の活用について、空家について感じていることや意見等 

・ 今お持ちの住宅の将来的な活用について、どのようにお考えですか。 

・ 将来的なことをどなたかに相談していますか。 

・ 空家を利活用するうえで市に期待する支援、空家対策について要望する事項はありますか。 

・ ＨＰなどで空家の登録や利用を希望する方への紹介をするような制度ができたら登録を希望し

ますか。 

・ 空家に関して、ご意見等がありましたら自由にご記入ください。 

 

 

（５） 調査結果 

ア 机上調査（現地調査の対象建築物の抽出） 

机上調査により抽出された現地調査の対象の数は以下のようになりました。 

 

（ア） 一戸建ての住宅（兼用住宅含む）  ：14,707 戸 

（イ） 共同住宅等（マンション・アパート・長屋） ： 4,699 棟※5 

※7 この件数は、建物の住戸に空室が 1 つ以上ある共同住宅等の件数となります。共同住宅等の現地調査の対象

は「住戸全てが空室」であることが条件となりますが、地図情報と上水道の情報だけでは絞込めなかったため、今

回の調査では空室の数等から全棟空室であろうと推定された物件をさらに絞込み、現地調査を行いました。 
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なお、各区における調査件数は表 2-1 のとおりです。 

表 2-1 机上調査の対象件数（各区別） 

 

 

イ 現地調査（空家候補の判定・詳細調査） 

（ア） 空家候補の判定結果（空家候補の総数・分布状況） 

机上調査により抽出された現地調査対象に対し、現地において空家候補かどうか判定を行ったと

ころ、空家候補の件数は以下のようになりました。 

 

a 一戸建ての住宅（兼用住宅含む）  ：2,299 戸 

b 共同住宅等（マンション・アパート・長屋） ：  72 棟 

 

各区における空家候補の分布の状況ですが、一戸建ての住宅については中央区の空家候補数

が一番多く、全体の 38％を占めています。（図 2-1） 

共同住宅等も同様の傾向を示し、中央区が一番多く、全体の51％を占める結果となりました。（図

2-2） 

 
図 2-1 空家候補の分布状況（一戸建ての住宅 各区）      図 2-2 空家候補の分布状況（共同住宅等 各区） 

ここで、一戸建ての住宅の空家候補の傾向を調べるため、平成 25 年の住宅・土地統計調査の数

値を用い、各区における一戸建ての住宅の戸建総数に占める割合を調べました。（表 2-2） 

その結果、空家候補数の占める割合が多い区は中央区で 2.4％、少ない区は緑区の 0.9％、美

浜区の 0.7％となりました。 

表 2-2 住宅総数に占める空家候補数の割合（一戸建ての住宅 各区） 

 

中央区

881 

38%

花見川区

411 

18%

稲毛区

326 

14%

若葉区

393 

17%

緑区

245 

11%

美浜区

43 

2%

中央区

37 

51%花見川区

10 

14%

稲毛区 9 

12%

若葉区

12 

17%

緑区

4 

6%

美浜区

0 

0%

区 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑 区 美浜区 

一戸建ての住宅（戸） 5,984 2,353 2,547 2,142 1,204 477 

共同住宅等（棟） 1,332 1,032 872 664 274 525 

 

戸数（戸） 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区 

戸建総数※6 36,790 33,110 21,920 38,860 28,030 5,930 

空家候補数（戸建） 881 411 326 393 245 43 

戸建総数に占める空家候

補の割合 
2.4% 1.2% 1.5% 1.0% 0.9% 0.7% 

※6 「住宅・土地統計調査 平成 25 年」より値を抽出 
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（イ） 空家候補の立地特性等 

建物情報や敷地条件等について、外観目視により実施した調査結果は次のようになりました。 

a 用途 

（a） 一戸建ての住宅は、住宅が 2,178 戸、兼用住宅が 121 戸となりました。 

（b） 共同住宅等は共同住宅（アパート・マンション）が 39 棟、長屋が 33 棟となりました。 

 

b 構造・階数 

一戸建ての住宅の建物の構造は「木造」が 2,163 戸と最も多く、全体の 94％を占めています。 

また、共同住宅等も一戸建ての住宅と同様に、「木造」が最も多く、全体の 62％を占めています。

（図 2-3） 

 

 

図 2-3 空家候補の建物構造（左図：一戸建ての住宅、右図：共同住宅等） 

 

一戸建ての住宅の階数は「2 階」が 1,280 戸と最も多く全体の 56％、続いて「平家」が 971 戸

で全体の 42％を占めています。 

また、共同住宅等も一戸建ての住宅と同様に、「2 階」が最も多く、全体の 54％を占めています。

（図 2-4） 

 

 

図 2-4 空家候補の階数（左図：一戸建ての住宅、右図：共同住宅等） 

木造

94%

RC造 1%

鉄骨造 0%
ブロック造 0%

不明 5%

木造

62%
RC造 13%

鉄骨造 0%

ブロック造

0%
不明 25%

平家

42%
2階 56%

3～5階 0% 不明 2%

平家

43%2階 54%

3～5階 3% 不明 0%

構 造 木造 RC 造 鉄骨造 ブロック造 不明 

一戸建ての住宅（戸） 2,163 13 7 0 116 

共同住宅等（棟） 45 9 0 0 18 

 

 

 

階 数 平家 2 階 3～5 階 不明 

一戸建ての住宅（戸） 971 1,280 3 45 

共同住宅等（棟） 31 39 2 0 
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c 接道（敷地に接している道路の幅員） 

接道については、一戸建ての住宅、共同住宅等共に「4ｍ以上」が一番多いものの、「４ｍ未満」

の物件についても比較的高い割合で存在することがわかりました。（図 2-5） 

 

 

図 2-5 空家候補の接道状況（左図：一戸建ての住宅、右図：共同住宅等） 

 

 

d 倒壊等の恐れ 

建物の倒壊等の恐れについては、一戸建ての住宅、共同住宅等共に「無し」が多い結果となりま

したが、一戸建ての住宅については「有り」となった空家候補も一定数ある状況です。（表 2-3） 

倒壊等の恐れが「有り」となった空家候補については、早急な対策を行うことが望ましい状態とな

っています。（表 2-3） 

表 2-3 倒壊の恐れ 

 
  

接道なし

10%

４ｍ未満

39%

４ｍ以上

51%

接道なし

7%

４ｍ未満

33%
４ｍ以上

60%

 

道路の幅員（接道） 接道なし 4ｍ未満 4ｍ以上 

一戸建ての住宅（戸） 237 895 1,167 

共同住宅等（棟） 5 24 43 

 

【参考 接道について】 

建築基準法 43 条の規定では、建築物の敷地は原則として幅員 4m 以上の道路に 2m 以

上接しなければならないとされています。（この規定は、「接道義務」や「接道条件（要件）」な

どと呼ばれています。） 

したがって、道路の幅員が「4ｍ未満」の場合、接道条件を満たしていない敷地の可能性

があります。 

倒壊等の恐れ 有り 無し 不明 

一戸建ての住宅（戸） 23 1,446 830 

共同住宅等（棟） 0 51 21 

 

早急な対策 望ましい 緊急性は無い 

一戸建ての住宅（戸） 23 2,276 

共同住宅等（棟） 0 72 

 



 

70 

 

（ウ） 老朽危険度判定の結果 

現地調査で空家候補と判定された建物について、老朽危険度判定を実施した結果は以下のよう

になりました。 

a 一戸建ての住宅 

判定した結果、「A（危険度がない空家）」が 1,605 件、「B（軽微な修繕が必要）」が 519 件とな

り、「利活用の検討が可能」な空家候補が 9 割を占めています。 

ただし、「B（軽微な修繕が必要）」については、今後、「C（危険度が中程度）」や「D（危険度が大

きく早急な対策が望ましい）」になる可能性があることから、継続した管理が必要となる物件ともいえ

ます。（表 2-4） 

また、各区の状況ですが、稲毛区・若葉区については全体に占める「B（軽微な修繕が必要）」の

割合が多い傾向があります。 

ただし、件数は稲毛区 143 件、若葉区 129 件となるため、一番件数が多い中央区 159 件と大

きく差異はない状況です。（表 2-4）（図 2-6） 

表 2-4 老朽危険度判定状況（一戸建ての住宅 区別） 

 

  
                                                 

                              

図 2-6 老朽危険度判定の各評価の割合（一戸建ての住宅 区別） 
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60.6%

73%
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18%

9%

43.9%

32.8%

20%

3%

2%

1.2%

5.6%

2%

1%

1%

0.3%

1%

5%

9%

1%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

区 

危険度判定 
判定 

不可※7 
合計 A 

（危険がない）  

B 
（軽微な修繕が必要）  

C 
（危険度が中程度）  

D 
（危険度が大きく早急

な対応が望ましい） 

中 央 区 644 159 26 6 46 881 

花 見 川 区 323 39 9 3 37 411 

稲 毛 区 178 143 4 1 0 326 

若 葉 区 238 129 22 0 4 393 

緑 区 180 49 4 2 10 245 

美 浜 区 42 0 0 0 1 43 

合 計 1,605 519 65 12 98 2,299 

基 準 利活用の検討が可能 
特定空家等の可能性が高い 

（利活用の検討が難しい） 
 

※7 公道から外観目視での調査となるため、広い敷地の中にある建物など、外観全てもしくは一部確

認できなかった空家候補は、「判定不可」としております。 

A（危険がない）                   B 軽微な修繕が必要      C 危険度が中程度 

D 危険度が大きく早急な対策が望ましい    判定不可 
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b 共同住宅等 

判定した結果、「A（危険がない空家）」が 60 件、「B（軽微な修繕が必要）」が 9 件となり、一戸

建ての住宅と同様に「利活用の検討が可能」となる空家候補が多い結果となりました。（表 2-5） 

各区における、各評価の割合ですが、一戸建ての住宅と同様に稲毛区・若葉区が全体に占める

「B（軽微な修繕が必要）」の割合が多い傾向が見受けられます。 

ただし、件数としては稲毛区 3 件、若葉区 3 件であり、件数の上ではあまり多い状況にはありませ

ん。（表 2-5）（図 2-7） 

表 2-5 老朽危険度判定状況（共同住宅等 区別） 

 

  
                                                 

                              

図 2-7 老朽危険度判定の各評価の割合（共同住宅等 区別） 

 

 

 

 

 

34

10

6

6

4

3 

3 

3 1 2 

0 10 20 30 40

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

92%

100%

67%

50%

100%

8%

33%

25% 8% 17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

区 

危険度判定 
判定 

不可※8 
合計 A 

（危険がない）  

B 
（軽微な修繕が必要）  

C 
（危険度が中程度）  

D 
（危険度が大きく早急な

対応が望ましい） 

中 央 区 34 3 0 0 0 37 

花 見 川 区 10 0 0 0 0 10 

稲 毛 区 6 3 0 0 0 9 

若 葉 区 6 3 1 0 2 12 

緑 区 4 0 0 0 0 4 

美 浜 区 0 0 0 0 0 0 

合 計 60 9 1 0 2 72 

基 準 利活用の検討が可能 
特定空家等の可能性が高い 

（利活用の検討が難しい） 
 

※8 外観全てもしくは一部確認できなかった空家候補は、「判定不可」としております。 

 

A（危険がない）                   B 軽微な修繕が必要      C 危険度が中程度 

D 危険度が大きく早急な対策が望ましい    判定不可 
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【空家候補の分布状況】 
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（エ）影響度判定 

a 「周囲に対する影響度判定」の状況 

現地調査で空家候補と判定された建物について、「周囲に関する影響度判定」を実施した結果

は、以下のようになりました。 

（a） 一戸建ての住宅 

判定した結果、影響度判定が「ｂ（危険を及ぼす可能性が高い）」となる空家候補が 1,963

件となり、老朽化して倒壊した場合に、周囲に危険を及ぼす可能性がある空家候補が多いこと

がわかりました。（表 2-6） 

また、老朽危険度判定の結果と組み合わせたところ、影響度判定が「ｂ（危険を及ぼす可能

性が高い）」となっている空家候補では、老朽危険度判定「A（危険がない空家）」が 73％を占

めていますが、影響度判定が「ｂ（危険を及ぼす可能性が高い）」で、老朽危険度判定が「C（危

険度が中程度）」や「D（危険度が大きく早急な対策が望ましい）」となっている物件も、数こそ少

ないですが存在することがわかりました。（図 2-8） 

表 2-6 周囲に対する影響度判定の状況（一戸建ての住宅） 

 

 
                                                 

                              

図 2-8 周囲に対する影響度判定・老朽危険度判定別割合（一戸建ての住宅） 

 

 

 

 

 

73%

72.7%

22%

23.7%

3%

2.9%

2%

0.4% 0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ａ

ｂ

判定区分 

老朽危険度判定 

不明※10 合計 
A 

（危険がない） 

 

  

B 
（軽微な修

繕が必要） 

  

C 
（危険度が

中程度） 

  

D 
（危険度が

大きく早急

な対応が

望ましい） 

影響度判定 
（倒壊した場合※9 に、

周囲に影響を与える

可能性） 

ａ 
（危険を及ぼす

可能性が低い） 

177 54 8 4 0 243 

ｂ 
（危険を及ぼす

可能性が高い） 

1,428 465 57 8 5 1,963 

不明※10 93 93 

※9 「将来的に建物が老朽化して倒壊した場合」を想定したもの 
※10 公道から外観目視での調査となるため、広い敷地の中にある建物など、外観全

てもしくは一部確認できなかった空家候補は、「判定不可」としております。 

 

A（危険がない）                   B 軽微な修繕が必要      C 危険度が中程度 

D 危険度が大きく早急な対策が望ましい    判定不可 
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（b） 共同住宅等 

判定した結果、影響度判定が「ｂ（危険を及ぼす可能性が高い）」となる空家候補が 52 件と

なり、老朽化して倒壊した場合に、周囲に危険を及ぼす可能性がある空家候補が共同住宅等

にも存在することが分かりました。（表 2-7） 

一戸建ての住宅と同様に、老朽危険度判定の結果と組み合わせたところ、判定が「ｂ（危険

を及ぼす可能性が高い）」で、老朽危険度判定が「A（危険がない空家）」となっている空家候

補が 81％を占め、影響度判定が「ｂ（危険を及ぼす可能性が高い）」で、老朽危険度判定が「C

（危険度が中程度）」や「D（危険度が大きく早急な対策が望ましい）」となっている空家候補は 1

件と非常に少ない状況でした。（図 2-9） 

表 2-7 周囲に対する影響度判定の状況（共同住宅等） 

 

 

                                                 

                              

図 2-9 周囲に対する影響度判定における各ランクの割合（共同住宅等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

81% 17% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ａ

ｂ

判定区分 

老朽危険度判定 

不明※12 合計 
A 

（危険がない） 

 

  

B 
（軽微な修

繕が必要） 

  

C 
（危険度が

中程度） 

  

D 
（危険度が

大きく早急

な対応が

望ましい） 

影響度判定 
（倒壊した場合※11

に、周囲に影響を与

える可能性） 

ａ 
（危険を及ぼす

可能性が低い） 

18 0 0 0 0 18 

ｂ 
（危険を及ぼす

可能性が高い） 

42 9 1 0 0 52 

不明※12 ２ 2 

※11 「将来的に建物が老朽化して倒壊した場合」を想定したもの 
※12 外観全てもしくは一部確認できなかった空家候補は、「不明」としております。 

 

A（危険がない）                   B 軽微な修繕が必要      C 危険度が中程度 

D 危険度が大きく早急な対策が望ましい    判定不可 



 

75 

 

b 「管理に関する影響度判定」の状況 

現地調査で空家候補と判定された建物について、「管理に関する影響度判定」を実施した結果、

以下のようになりました。 

（a） 一戸建ての住宅 

不適切な管理は全体で 1,836 件ありました。各項目の内訳ですが、「X1（敷地(庭木、雑草の

繁茂)）」が 1,437 件と最も多く、全体の 78％を占める結果となりました。（表 2-8）（図 2-10） 

表 2-8 管理に関する影響度判定の状況（一戸建ての住宅） 

 

 
                        

             

図 2-10 管理に関する影響度判定の各項目割合（一戸建ての住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.3% 10.8% 6.4% 0.1% 4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

調査区 

管理判定（評価の結果、複数該当している場合あり） 
判定 

不可※13 
合計 X1 

（敷地(庭木、雑

草の繁茂) 

X2 
（ゴミ、臭気の発

生等） 

X3 
（工作物等） 

X4 
（動物・害虫等） 

中 央 区 540 108 67 2 46 763 

花見川区 315 55 2 0 24 396 

稲 毛 区 317 19 46 0 0 382 

若 葉 区 85 3 0 0 1 89 

緑 区 171 14 2 0 9 196 

美 浜 区 9 0 0 0 1 10 

合 計 1,437 199 117 2 81 1,836 
※13 公道から外観目視での調査となるため、広い敷地の中にある建物など、各項目 

について確認できなかった空家候補は、「判定不可」としております。 

 

X1（敷地(庭木、雑草の繁茂)     X2（ゴミ、臭気 の発生等）     X3（工作物等） 

X4（動物・害虫等）           判定不可 
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（b） 共同住宅等 

判定した結果、不適切な管理は全体で 46 件、各項目の内訳では一戸建ての住宅と同じ傾

向を示し、X1（敷地(庭木、雑草の繁茂)）が 40 件と最も多く、全体の 87％を占める結果となり

ました。（表 2-9）（図 2-11） 

表 2-9 管理に関する影響度判定の状況（共同住宅等） 

 

 

 
                        

             

 

図 2-11 管理に関する影響度判定の各項目割合（共同住宅等） 

 

ウ 所有者意向調査（アンケート調査） 

（ア） アンケートの発送状況について 

空家候補 2,371 件のうち、住所を把握できた 1,632 件にアンケートを発送しました。その結果、回

答期間内に 608 件の返送があり、回収率としては 37.3％となりました。 

     

※15 判明した件数は、あくまで調査期間内で把握できた郵送先となります。したがって、判明

しなかった空家候補を「所有者不明」と断定はできません。 

 

87% 2% 7% 0% 4%

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

調査区 

管理判定（評価の結果、複数該当している場合あり） 
判定 

不可※14 
合計 X1 

（敷地(庭木、雑

草の繁茂)） 

X2 
（ゴミ、臭気の発

生等） 

X3 
（工作物等） 

X4 
（動物・害虫等） 

中 央 区 20 0 2 0 0 22 

花 見 川 区 8 1 0 0 0 9 

稲 毛 区 9 0 1 0 0 10 

若 葉 区 0 0 0 0 2 2 

緑 区 3 0 0 0 0 3 

美 浜 区 0 0 0 0 0 0 

合 計 40 1 3 0 2 46 

※14 各項目について確認できなかった空家候補は、「判定不可」としております。 

 

返送 

608 件 

空家候補 

2,371 件 

地図情報等、各種資料による

郵送先把握 

1,632 件※15
 

発送 

1,632 件 

X1（敷地(庭木、雑草の繁茂)     X2（ゴミ、臭気 の発生等）     X3（工作物等） 

X4（動物・害虫等）           判定不可 
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（イ） アンケート集計結果 

       アンケート項目別に集計した結果は次のようになりました。 

a 郵送先について 

所有者（もしくはその関係者）の所在と回答のあった方の所在の傾向を確認するため、郵送先に

ついて、それぞれ「市内」、「県内」、「県外」に分けて集計を行いました。 

その結果、どちらも同じ傾向を示し市内在住の方の割合が 68％、県内在住の方の割合が

15％、県外在住の方の割合が 17％となりました。（図 2-12） 

 
図 2-12 郵送先の「市内」、「県内」、「県外」の割合（左図：全体の郵送先 右図：回答者の郵送先） 

 

b 回答される方と住宅の所有者について 

（a） 住宅の所有者と世帯 

対象住宅の所有者について問 2 で確認したところ、自身所有されている方が一番多い一方

で、家族や親族が所有されている方が一定数いることも分かりました。（図 2-13） 

 

図 2-13 問 2 対象住宅の所有者は、どなたですか。(住宅 １つ選択) 回答数 608（未回答含む） 

 

なお、問 2 において、所有者が「自分」・「父親又は母親」・「兄弟姉妹」・「その他の親族」を選

択された方（491 名）の年代について集計したところ図 2-14 のような結果となっています。 

70 歳代の割合が一番多く全体の33％を占めており、続いて60歳代（23％）、80 歳代（13％）

となっています。なお、一番少ないのは 20 歳代と 100 歳代（共に 0.2％）となっています。 

 

図 2-14 問 2 で「自分」・「父親又は母親」・「兄弟姉妹」・「その他の親族」と回答した方の年代別割合 

市内

68%
県内

15%

県外

17%

市内

68%
県内

15%

県外

17%

404 71
5

11
38 2

22 28 27

20歳代 0.2% 30歳代 0.6%

40歳代 5.1%

50歳代 9.6%

60歳代

23.2%

70歳代

32.8%80歳代 13.2%

90歳代 5.3%

100歳代 0.2%

その他 1.2%

未回答 8.6%

自分      父親又は母親       兄弟姉妹 

その他の親族     自身を含めた親族の共有      自身を含めない親族の共有 

相続等により未確定    その他        未回答 
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次に、対象住宅の所有者の世帯の状況について問 3 で確認したところ、以下のようになりまし

た。（図 2-15） 

結果としては、「単身世帯」が 150 件（25％）、「夫婦と子供の世帯」が 143 件（24％）「夫婦

のみの世帯」が 139 件（23％）とほぼ同じ割合となっています。なお、一番少なかったのは「親

子、孫の 3 世代にわたる世代」の 22 件（4％）となります。 

 

図 2-15 問 3 対象住宅の所有者の世帯類型についてお答えください。(1 つ選択) 回答数 608（未回答含む） 

 

（b）対象住宅について 

空家候補となる住宅の建築時期の傾向を知るため、問 5 で確認した結果、アンケートによる

空家候補の建築時期の傾向は以下のようになりました。（図 2-16） 

結果としては、不明や未回答も一定数ありますが、「昭和 30 年～55 年」が 407 件と一番多

く、全体（608 件）の 67％を占めています。次に「昭和 56 年～平成 12 年」の 120 件（20％）

となっています。なお、一番少なかったのは「平成 13 年以降」の 5 件（1％）となっています。 

 

図 2-16 問 5 対象住宅の建築時期(竣工時期)は、いつ頃ですか。(1 つ選択) 回答数 608（未回答含む） 

 

c 実態調査に関するアンケートについて 

（a） 居住の状況について 

現地調査で空家候補と判定を行いましたが、居住している可能性や定期的に使用されている

可能性もあることから、問 6 でその状況について確認しました。（図 2-17） 

集計したところ、「居住していない（以下「非居住者」）」と回答された方が 319 名で全体（608

名）の 52％を占めており、「居住はしていないが、様々な形で使用している（以下「利用者」）」と

回答された方が 178 名（29％）となりました。 

 

図 2-17 問 6 現在、対象住宅に居住していますか。（１つ選択） 回答数 608（未回答含む） 

 

150 139 143 44 22 55 55

15 407 120 5 36 25

86 178 319 25

単身世帯     夫婦のみの世帯     夫婦と子供の世帯 

ひとり親と子供の世帯    親子、孫の 3 世代にわたる世帯   その他 

未回答 

昭和 29 年以前       昭和 30 年～55 年  昭和 56 年～平成 12 年   

平成 13 年以降       不明   未回答 

居住している   居住はしていないが、様々な形で使用している    居住していない   未回答 
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（b） 居住しなくなった（空家になった）きっかけについて 

「（a）居住の状況について」で「居住している」以外の回答をされた方に対し、「きっかけ」を確

認しました。方法としては、利用者の方には問 7-1 で「居住しなくなったきっかけ」を、非居住者

の方には問 8 で「空家になったきっかけ」を確認しています。（図 2-18） 

集計したところ、「居住しなくなったきっかけ」への回答は、「その他」の回答を除くと「相続より

取得したが、自分が住むところが別にある」が一番多く、続いて「賃貸人等の居住者が退去し、

次の賃貸人が決まらない」、「住宅を処分するための準備が整っていないため」が多い結果とな

りました。 

一方、「空家になったきっかけ」への回答は、「その他」の回答を除くと「売却したいが、できな

いため」が一番多く、続いて「相続より取得したが、自分が住むところが別にある」、「住んでいた

人が、施設等に入った」、賃貸人等の居住者が退去し、次の賃貸人が決まらない」が多い結果

となっています。 

 
「その他」の回答（一部抜粋）：介護や同居に伴うもの、別の場所に住宅購入、離婚・結婚、居住者の死亡など 

図 2-18 上段：問 7-1 対象住宅に居住しなくなったきっかけなどについて、お答えください。(複数選択可能) 

回答者 209 名 回答数 295 

下段：問 8  空家になったきっかけなどについて、お答えください。(複数選択可能) 

回答者 383 名  回答数 579 

 

27

48

55

22

44

35

7

30

9

7

6

5

88

81

75

66

66

61

45

31

25

16

14

11

売却したいが、できないため

相続により取得したが、自分は住むところが別にある

その他

住んでいた人が、施設等に入った

賃借人等の居住者が退去し、次の賃借人等が決まらない

住宅を処分するための準備（家財の処分等）が整っていな

いため

税制法の理由で取り壊しを控えているところである

居住用に取得したが、入居していない

転勤等により長期不在

相続により取得したが、どのようにしたらよいか分からない

建て替え・増築・修繕により一時的に退去している

相続人が決まらない

居住しなくなったきっかけ（上段） 空き家になったきっかけ（下段）
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（c） 空家の現状について 

空家の現状について把握するため、非居住者の方に対し、空家があることで困っていることに

ついて確認しました。（図 2-19） 

集計したところ、困っていることは、「解体して更地になると、固定資産税等の負担が増加する」

が一番多く、続いて「売却したいが、売却相手がみつからない」、「解体したいが、解体費用が高

額で解体できない」が多い結果となりました。 

 
「その他」の回答（一部抜粋）：所有者本人が売却する意志がない、病気により意思確認が困難、所有者本人が認知症や介護が必

要な状況であり手続きが困難、維持管理作業を手伝ってくれる人がいないなど 

図 2-19 問 12 空家があることで、お困りのことはありますか。(複数選択可能) 回答者 389 名  回答数 739 

 

（d） 住宅の将来的な活用について 

住宅の将来的な活用の意向を把握するため、どのような意向があるか利用者と非居住者の

方を対象に確認しました。（図 2-20） 

集計したところ、住宅の将来的な活用の意向については、「市場価格で売却したい」が一番多

く、続いて「解体して土地を活用したい」、「自分又は家族が住む」が多い結果となりました。 

 
「その他」の回答（一部抜粋）：建替えて住む、子供に贈与・任せる、考えているところ、新しい賃貸住宅を建築、会の集り・

研究所・事務所として使用中など 

図 2-20 問 13 今お持ちの住宅の将来的な活用について、どのようにお考えですか。(複数選択可能)  

回答者 479 名  回答数 729

128

109

85

67

64

64

52

49

48

42

16

15

解体して更地になると、固定資産税等の負担が増加する

売却したいが、売却相手が見つからない

解体したいが、解体費用が高頷で解体できない

賃貸したいが、賃貸相手が見つからない

特になし

空家の中にある家財等の処分ができない

維持管理費用の負担が大きい

その他

空家についての問題をどこに相談すれば良いか分からない

改修費用が高い

利用したいが耐震性等に不安がある

親族間で意見の違いがあり対処できない

177

157

96

58

54

43

41

38

26

18

14

7

市場価格で売却したい

解体して土地を活用したい

自分又は家族が住む

安くても良いから売却したい

市場価格で民間に賃貸したい

予定なし

安くても良いから民間に賃貸したい

その他

別荘(セカンドハウス)として利用

市場価格で地域活動等に利用

安くても良いから地域活動等で利用

行政等に寄付したい
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次に、問 13 の回答として、「解体して土地

を活用したい」を選択された方を対象に、土

地の活用方法について確認しました。（図 2-

21） 

集計したところ、土地の活用方法としては

「売却したい」が一番多く全体の 46％を占め

ており、続いて「貸したい」（15％）、「その他」

（15％）が多い結果となりました。 

 

図 2-21 問 13 で「解体して土地を活用したい。」利活用

内訳。回答数 157

 

（e） 利活用するうえで期待する支援について 

どのような支援や対策が必要か確認するため、利活用するうえで期待する支援や対策につい

て、利用者と非居住者の方を対象に確認しました。（図 2-22） 

集計したところ、支援については「解体に対する支援」が一番多く、続いて「不動産や法律など

の専門家への相談」、「改修や修繕に対する支援」が多い結果となりました。 

 

図 2-22 問１5 空家を利活用するうえで市に期待する支援、空家対策について要望する事項はありますか。(複数

選択可能)   回答者 369 名  回答数 695 

 

次に、問 15 の回答として、「不動産や法

律などの専門家への相談」を選択された方

を対象に、どのような専門家に相談したいか、

その詳細について確認しました。（図 2-23） 

その結果、相談したい専門家としては「宅

地建物取引業者」が一番多く、続いて「司法

書士」、「弁護士」が多い結果となりました。 

 
図 2-23 問 15「不動産や法律などの専門家への

相談」の相談先内訳 回答数 142

 

【アンケートの集計について】 

問５の結果と各設問の回答者数に不一致がみられますが、これは、各設問

に対する回答を全て有効として集計したことによるものです。 

 

更地のま

ま 5%

菜園など

8%

売却した

い 47%
貸したい

15%

予定なし

10%

その他

15%

156

142

90

83

69

67

67

21

解体に対する支援

不動産や法律などの専門家への相談

改修や修繕に対する支援

空家の登録制度 の実施

その他支援・要望等

管理等に関する支援

空家の管理・利活用などの情報提供

建物の耐震性・老朽化による危険性の診断等の支援

弁護士

14%

司法書士

18%

宅地建物

取引業者

45%

建築士

9%

その他

14%
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参考資料5 千葉市空家等実態調査業務委託関係資料                     

（１） 実態調査の周知関係  

ア ＨＰよる周知 
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イ 「市政だより」による周知（平成２９年８月１日号より該当箇所を抜粋） 
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（２） 空家等現地調査・意向調査（アンケート調査）関係資料

 

現地調査 調査票 
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現地調査 老朽危険度判定項目 



 

86 

 

 

平成●●年●月●日 

 

アンケート対象の住宅をお持ちの皆様 

 
千葉市都市局建築部住宅政策課   

 

 

アンケート調査ご協力のお願い（千葉市空家等実態調査） 

 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃より、市政にご理

解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

さて、近年、空き家に関する様々な問題や取組みについて、全国各地で話題となっ

ております。千葉市でも重要な課題としてとらえ、その解決に向けて様々な対策を行

うための準備を進めていますが、より効果的な対策とするためには、住宅の状況や所

有者の皆様の意向を取り込んでいくことが重要と考えております。 

そこで、市内にある住宅のうち外観調査によって「空き家の可能性がある」と思わ

れる住宅を抽出し、その所有者の方を対象としたアンケート調査を実施することとな

りました。 

つきましては、お持ちの住宅に関して利用状況や今後のご意向をお伺いしたくアン

ケート用紙を同封いたしますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、本調査の主旨を

ご理解のうえ、アンケート調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

ご回答いただいた内容は、千葉市における空き家対策の基礎資料や施策に関すること

以外には利用いたしません。 

 

【送付物】 

・送付文（本紙１部） 

・空家等実態調査に関するアンケート調査票（建物ごとに１部） 

・返信用封筒（１部） 

 

 

 

  
＜お問い合わせ先＞ 
千葉市都市局建築部住宅政策課 住環境対策班 
 住所：千葉市中央区千葉港２番１号 

千葉中央コミュニティーセンター３階 
電話：０４３－２４５－５８１０ 
Mail：jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp 

裏面に続きます。 

アンケート調査 案内文 
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１ アンケート調査の目的 

   千葉市における空き家の状況を把握し、今後の空き家対策の検討を行うための基礎資料

とすることを目的としています。 

２ 調査地域 

   千葉市内全域 

３ アンケートを記入する方 

   「空き家の可能性がある住宅」を所有されている方 

４ アンケート調査の回答方法 

   同封されている「空家等実態調査に関するアンケート調査票」にご記入の上、返信用封筒

に入れてポストに投函してください。（切手は不要です。） 

５ 回答期限 

   誠に勝手ながら、平成３０年１月●●日（●）までにポストに投函してください。 

６ 記入にあたってのお願い 

  ・このアンケートは、対象の住宅が「空き家」でなくとも回答をお願いしている場合があり

ます。可能な限りのご記入で結構ですので、調査票の提出にご協力をお願います。 

  ・所有されているご本人以外の方（例えばそのご家族）が回答されても構いません。その場

合は、所有されている方の立場となってお答えください。 

  ・対象の住宅を所有していない場合や、売買などにより所有者ではなくなった場合などはご

容赦くださいますようお願い申し上げます。 

～ 質問と回答 ～ 

Ｑ１ どのように空き家の可能性がある住宅と判定したのですか？ 

Ａ１ おおむね１年以上水道が使われていない住宅を対象として、敷地外の道路などから外観

（建物の管理状況、表札や郵便受けの状態など）を調査し判定しました。そのため、「空

き家の可能性がある」と判定はしていますが、「空き家」と断定しているものではありま

せん。 
 

Ｑ２ 所有する住宅は空き家ではないのですが、アンケート調査に参加しなければなりません

か？ 

Ａ２ 住宅の敷地外の道路などから目視により判定しているため、空き家ではないにもかわら

ず抽出されている場合があります。その場合においてもたいへん恐縮ではございますが、

アンケート調査にご協力頂き、返信用封筒にてご返信をお願いいたします。 
 

Ｑ３ アンケート調査の結果は公表されるのですか？ 

Ａ３ 皆様からご回答いただいた内容の集計結果を、市のホームページで公表する予定です。 
 

Ｑ４ 空き家の利活用や売買について、どこか相談できるところはありますか？ 

Ａ４ 空き家の所有者を対象に、窓口での相談や宅建士による現地相談を行っています。詳し

くは、千葉市住宅関連情報提供コーナー「すまいのコンシェルジュ」にお問い合わせくだ

さい。 

    窓口開設日： 月・火・金曜日及び第1・3日曜日（祝日・年末年始を除く）【専門相談日】 

    開 設 時 間： 午前１０時～正午、午後１時～午後３時 

    電   話： ０４３－２４５－５６９０ 

    ホームページ：  千葉市 すまいのコンシェルジュ  で検索してください。 

アンケート調査の記入について 
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【対象住宅の住所（地番）】：千葉市●●区●●町●—● 

 

（１）回答される方と住宅の所有者について 

問１ 本アンケートを回答される方は、どなたですか。 (１つ選択) 

1. 所有者    2. 所有者の家族    ３. 所有者の親族   4. その他(                      ) 

 

問２ 対象住宅の所有者は、どなたですか。(１つ選択、年代や複数人で所有されている方は人数も記入)  

住 宅 

１. 自分    （     歳代）        ２. 父親又は母親（     歳代） 

３. 兄弟姉妹  （      歳代）        ４. その他の親族（     歳代） 

５. 自身を含めた親族の共有（計    名）     ６. 自身を含めない親族の共有(計    名) 

７. 相続等により未確定               ８. その他（          ） 

土 地  ※住宅と土地の所有者が異なる揚合のみ、お答えください。 

１. 自分    （      歳代）        ２. 父親又は母親（      歳代）  

３. 兄弟姉妹  （      歳代）        ４. その他の親族（      歳代） 

５. 自身を含めた親族の共有（計   名）     ６. 自身を含めない親族の共有(計    名) 

７. 相続等により未確定               ８. 借地（親族以外） 

９. その他（                        ） 

 

問３ 対象住宅の所有者の世帯類型についてお答えください。(1 つ選択) 

１. 単身世帯                                     ２. 夫婦と子供の世帯（   ）人家族 

３. 夫婦のみの世帯                ４. ひとり親と子供の世帯 

５. 親子、孫の３世代にわたる世帯           ６. その他(                          ) 

      

問４ 対象住宅のある地域の方とは、どのように関わっていますか。（複数選択可能） 

１. 自治会等の地域組織に参加している         ３. 挨拶程度の交流がある 

２. 良好な近所づきあいをしている人がいる      ４. 積極的な交流はあまりない 

 

問５ 対象住宅の建築時期(竣工時期)は、いつ頃ですか。(1 つ選択)  

１. 昭和 29 年以前       ２. 昭和 30 年～55 年    ３. 昭和 56 年～平成 12 年  

４. 平成１3 年以降       ５. 不明       

 

（２）実態調査に関するアンケートについて 

問６ 現在、対象住宅に居住していますか。(1 つ選択)  

１. 居住している                                         問１７にお進みください。 

２. 居住はしていないが、様々な形で使用している      問７－１にお進みください。 

３. 居住していない※                                     問８以降にお進みください。 

 

 

 

 

 

本アンケートは空家等の実態を把握するために使用します。それ以外の目的で使用することはありません。 

※以降、居住していない住宅を「空家」と表現します。 

アンケート調査 アンケート調査票 
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（問６で「２. 居住はしていないが、様々な形で使用している」を選んだ方にお伺いします） 

問７－１ 対象住宅に居住しなくなったきっかけなどについて、お答えください。(複数選択可能) 

１. 居住用に取得したが、入居していない 

２. 転勤等により長期不在 

３. 住んでいた人が、施設等に入った 

４. 売却したいが、できないため 

５. 相続人が決まらない 

６. 相続により取得したが、自分は住むところが別にある 

７. 相続により取得したが、どのようにしたらよいか分からない 

８. 建て替え・増築・修繕により一時的に退去している 

９. 賃借人等の居住者が退去し、次の賃借人等が決まらない  

１０. 税制法の理由で取り壊しを控えているところである 

１１. 住宅を処分するための準備（家財の処分等）が整っていないため 

１２. その他（                                                                ） 

 

問７－２ 対象住宅をどのように使用していますか。(1 つ選択) 

1. 通勤等で頻繁に使用        2. 休暇等で時々使用              3. 売却・譲渡済み   

4. 賃貸住宅として貸出し     5. 家具・荷物等の保管に使用        

6. その他（                          ） 

 

問７－３ 対象住宅の使用頻度はどのくらいですか。(1 つ選択) 

1. 毎日           2. 週に１～２回程度        3. 月に１～２回程度       4. ２～３か月に１回  

5. １年に数回      6. 数年に１回以上     7. その他（                        ） 

  

    問１３以降にお進みください。 

 

 

問８ 空家になったきっかけなどについて、お答えください。(複数選択可能) 

１. 居住用に取得したが、入居していない 

２. 転勤等により長期不在 

３. 住んでいた人が、施設等に入った 

４. 売却したいが、できないため 

５. 相続人が決まらない 

６. 相続により取得したが、自分は住むところが別にある 

７. 相続により取得したが、どのようにしたらよいか分からない 

８. 建て替え・増築・修繕により一時的に退去している 

９. 賃借人等の居住者が退去し、次の賃借人等が決まらない   

１０. 税制法の理由で取り壊しを控えているところである 

１１. 住宅を処分するための準備（家財の処分等）が整っていないため 

１２. その他（                                                         ） 

 

  裏面に続きます。 
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問９ 空家に住まなくなって、どのくらい経ちますか。(1 つ選択)  

１. １年未満                     ２. １年以上～３年未満        ３. ３年以上～５年未満  

４. ５年以上～１０年未満     ５. １０年以上  

 

問１０ 空家の維持管理は、どのような事を行っていますか。(複数選択可能) 

１. 室内の清掃    ２. 空気の入れ替え     ３. 破損個所の修繕  ４. 水回りの点検 

５. 郵便物等の回収  ６. 庭木・雑草の手入れ   ７. 戸締りの確認   ８. 特に何もしていない 

９. その他（                                                  ） 

 

問１１ 空家の維持管理は、どのくらいの割合で行っていますか。(1 つ選択) 

１. 週１回程度        ２. 月に１回程度       ３. 年に数回程度 

４. 何かあった時に行く程度  ５. ほとんどしていない    ６. １度もしたことがない 

７. その他（                                                     ） 

 

問１２ 空家があることで、お困りのことはありますか。(複数選択可能)  

１. 売却したいが、売却相手が見つからない   ２. 賃貸したいが、賃貸相手が見つからない 

３. 維持管理費用の負担が大きい        ４. 解体したいが、解体費用が高頷で解体できない 

５. 解体して更地になると、固定資産税等の   ６. 空家についての問題をどこに相談すれば良いか 

負担が増加する                分からない 

7. 改修費用が高い                             8. 親族間で意見の違いがあり対処できない 

9. 空家の中にある家財等の処分ができない      １０. 利用したいが耐震性等に不安がある 

１１. 特にない 

１２. その他 (                                                                       ) 

 

問１３ 今お持ちの住宅の将来的な活用について、どのようにお考えですか。(複数選択可能) 

１. 自分又は家族が住む            ２. 別荘(セカンドハウス)として利用 

３. 市場価格で売却したい           ４. 安くても良いから売却したい 

５. 市場価格で民間に賃貸したい        ６. 安くても良いから民間に賃貸したい 

７. 市場価格で地域活動等に利用        ８. 安くても良いから地域活動等で利用 

してもらいたい                 してもらいたい 

９. 行政等に寄付したい       

１０. 解体して土地を活用したい  

    解体後の土地をどのように活用されますか。（複数選択可能）  

    １. 更地のまま   ２. 菜園など   ３. 売却したい     ４. 貸したい      ５.予定なし    

６. その他（                       ） 

１１. 予定なし(理由があれば記入：                                      )  

１２. その他(                                                     ) 

 

問１４ 将来的なことをどなたかに相談していますか。 (複数選択可能) 

１. 子供           ２. 父親又は母親      ３. 兄弟姉妹       ４. 孫       

５. 宅地建物取引業者    ６. 弁護士         ７. 地域(近隣住民等)     ８. 誰にもしていない      

９. 考えたことがなかった  １０. その他（                               ） 
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問１５ 空家を利活用するうえで市に期待する支援、空家対策について要望する事項はありますか。(複数選択可

能) 

１. 改修や修繕に対する支援        ２. 空家の登録制度 ※1 の実施 

３. 管理等に関する支援          ４. 解体に対する支援  

５. 空家の管理・利活用などの情報提供   ６. 建物の耐震性・老朽化による危険性の診断等の支援 

７. 不動産や法律などの専門家への相談 

 

 どのような専門家へ相談したいですか。（複数選択可能） 

    1. 弁護士       2. 司法書士      3. 宅地建物取引業者        4. 建築士 

    5. その他（                             ） 

 

8. その他支援・要望等 

 

 

 

 

※1 空家の登録制度：空家の賃貸・売却を希望する方から申込みを受けた情報を、空家の利用を希望する方に紹介す

る制度。 

 

問１６ ＨＰなどで空家の登録や利用を希望する方への紹介をするような制度ができたら登録を希望しますか。 

1. 希望する。※２             2. 希望しない。  

※２「希望する」を選択された方へ 

差支えなければ、市からご連絡させていただく際のご連絡先をご記入ください。 

住  所  

フリガナ  

連絡先 

 

氏  名  

 

問１７ 空家に関して、ご意見等がありましたら自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で質問は終わりです。 

ご協力ありがとうございました。お手数をおかけしますが、返信用封筒に入れ、切手を貼らずに○月○○日ま

でにポストへ投函をお願いいたします。 
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（３） 意向調査（アンケート調査）結果資料 

ア アンケート調査結果（郵送件数及び回答件数） 

アンケートは郵送先が判明した 1,632 件への発送したところ、調査期間内に 608 件の回答がありまし

た。所有者（もしくはその関係者）の所在と回答のあった方の所在の傾向を確認するために郵送先につ

いて、「市内」、「県内」、「県外」に分けて集計を行った結果、次のようになりました。 

 

 

イ アンケート集計 

（ア） 回答される方と住宅の所有者について 

アンケートの回答者、所有者の権利関係・世帯、地域との関係などを把握するため、郵送先の方

全員を対象として、問１から問５まで回答していただきました。なお、集計は未回答分も含めて集計し

ております。 

問1 本アンケートを回答される方は、どなたですか。 (１つ選択) 回答数 608（未回答含む） 

 

「その他」の主な内容：成年後見人、保佐人、相続人、管理人など 

問2 対象住宅の所有者は、どなたですか。(１つ選択、年代や複数人で所有されている方は人数も

記入) 

【住宅】 回答数 608（未回答含む） 

     

項目 県外 県内 市内 計 

アンケート発送（件数） 277 245 1,110 1,632 

アンケート回答（件数） 100 93 415 608 

回収率 36.1％ 38.0％ 37.4％ 37.3％ 

 

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合 

1 所有者 445 73.2% 4 その他 15 2.5% 

2 所有者の家族 105 17.3%  未回答 19 3.1% 

3 所有者の親族 24 3.9%  

 合計 608 100% 

問 2 回答（住宅） 回答数 割合 

1 自分 404 66.4% 

2 父親又は母親 71 11.7% 

3 兄弟姉妹 5 0.8% 

4 その他の親族 11 1.8% 

5 自身を含めた親族の共有 38 6.3% 

6 自身を含めない親族の共有 2 0.3% 

7 相続等により未確定 22 3.6% 

8 その他 28 4.6% 
 未回答 27 4.4% 

合計 608 100% 

「その他」の主な内容：配偶者、相続人、会社、法人など 

年代別集計 

（1～４と回答した方） 

年代 回答数 割合 

20 歳代 1 0.2% 

30 歳代 3 0.6% 

40 歳代 25 5.1% 

50 歳代 47 9.6% 

60 歳代 114 23.2% 

70 歳代 161 32.8% 

80 歳代 65 13.2% 

90 歳代 26 5.3% 

100 歳

代 
1 0.2% 

その他 6 1.2% 

未回答 42 8.6% 

合計 491 100% 
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【土地】 回答数 215 

       

問3 対象住宅の所有者の世帯類型についてお答えください。(1 つ選択)   回答数 608（未回答含む） 

 

「その他」の主な内容：会社、法人など 

問4 対象住宅のある地域の方とは、どのように関わっていますか。（複数選択可能） 

回答者 608 名（未回答含む） 回答数 672 

 

問5 対象住宅の建築時期(竣工時期)は、いつ頃ですか。(1 つ選択)  回答数 608（未回答含む） 

 

  

問 2 回答（土地） 回答数 割合 

1 自分 117 19.2% 

2 父親又は母親 23 3.8% 

3 兄弟姉妹 5 0.8% 

4 その他の親族 10 1.6% 

5 自身を含めた親族の共有 19 3.1% 

6 自身を含めない親族の共有 3 0.5% 

7 相続等により未確定 18 3.0% 

8 借地（親族以外） 8 1.3% 

9 その他 12 2.0% 

合計 215 100% 

「その他」の主な内容：会社、法人など 

年代別集計 

（1～４と回答した方） 

年代 回答数 割合 

20 歳代 0 0.0% 

30 歳代 2 1.3% 

40 歳代 5 3.2% 

50 歳代 16 10.3% 

60 歳代 31 20.0% 

70 歳代 46 29.7% 

80 歳代 26 16.8% 

90 歳代 8 5.2% 

100 歳代 1 0.6% 

その他 1 0.6% 

未回答 19 12.3% 

合計 155 100% 

 

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合 

1 単身世帯 150 24.7% 
5 

親子、孫の３世代にわたる世

帯 
22 3.6% 

2 夫婦と子供の世帯 143 23.5% 

3 夫婦のみの世帯 139 22.9% 6 その他 55 9.0% 

4 ひとり親と子供の世帯 44 7.2%  未回答 55 9.0% 

 合計 608 100% 

回答 回答数 割合 

1 自治会等の地域組織に参加している 99 14.7% 

2 良好な近所付合いをしている人がいる 168 25.0% 

3 挨拶程度の交流がある 182 27.1% 

4 積極的な交流はあまりない 223 33.2% 

合計 672 100% 

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合 

1 昭和 29 年以前 15 2.5% 4 平成 13 年以降 5 0.8% 

2 昭和 30 年～55 年 407 66.9% 5 不明 36 5.9% 

3 昭和 56 年～平成 12 年 120 19.7%  未回答 25 4.1% 

 合計 608 100% 
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（イ） 実態調査に関するアンケートについて 

空家候補の現状を把握するため、問 6 において「住宅の利用の状況」を確認し、 

・ 「居住している」と回答した方は問 17 

・ 「居住はしていないが使用している」と回答した方は問 7―1～問 7－3、問 13～問 17 

・ 「居住していない」と回答した方には問 8～問 17 

について、回答していただきました。※ 

※ 問 5 の結果と各設問の回答数に不一致がありますが、全て有効回答として集計したことによるものです。 

問6 現在、対象住宅に居住していますか。(1 つ選択)  回答数 608（未回答含む） 

 

問６で「居住はしていないが、様々な形で使用している」を選択した方を対象とした質問         

問 7－1 対象住宅に居住しなくなったきっかけなどについて、お答えください。(複数選択可能) 

回答者 209 名 回答数 295 

 
「その他」の主な内容：介護や同居に伴うもの、別の場所に住宅購入、居住者の死亡等 

問 7－2 対象住宅をどのように使用していますか。(1 つ選択)   回答数 192 

 

  

55

48

44

35

30

27

22

9

7

7

6

5

その他

相続により取得したが、自分は住むところが別にある

賃借人等の居住者が退去し、次の賃借人等が決まらない

住宅を処分するための準備（家財の処分等）が整っていないため

居住用に取得したが、入居していない

売却したいが、できないため

住んでいた人が、施設等に入った

転勤等により長期不在

税制法の理由で取り壊しを控えているところである

相続により取得したが、どのようにしたらよいか分からない

建て替え・増築・修繕により一時的に退去している

相続人が決まらない

回答 回答数 割合 

1 居住している 86 14.1% 

2 居住はしていないが、様々な形で使用している 178 29.3% 

3 居住していない 319 52.5% 
 未回答 25 4.1% 

合計 608 100% 

 

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合 

1 通勤等で頻繁に使用 0 0% 4 賃貸住宅として貸出し 37 19.3% 

2 休暇等で時々使用 21 10.9% 5 家具・荷物等の保管に使用 115 59.9% 

3 売却・譲渡済み 2 1.0% 6 その他 17 8.9% 

 合計 192 100% 

「その他」の主な内容：駐車場を利用、会の集まり、事務所など 
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問 7－3 対象住宅の使用頻度はどのくらいですか。(1 つ選択)   回答数 183 

 

問６で「居住していない」を選択した方を対象とした質問                            

問8 空家になったきっかけなどについて、お答えください。(複数選択可能)   回答者 383 名  回答数 579 

 

「その他」の主な内容：介護や同居に伴うもの、別の場所に住宅購入、離婚・結婚、居住者の死亡など 

問9 空家に住まなくなって、どのくらい経ちますか。(1 つ選択)  回答数 399 

 

問10 空家の維持管理は、どのような事を行っていますか。(複数選択可能) 

回答者 412 名（未回答除く）   回答数 1,045 

 

  

88

81

75

66

66

61

45

31

25

16

14

売却したいが、できないため

相続により取得したが、自分は住むところが別にある

その他

住んでいた人が、施設等に入った

賃借人等の居住者が退去し、次の賃借人等が決まらない

住宅を処分するための準備（家財の処分等）が整っていないため

税制法の理由で取り壊しを控えているところである

居住用に取得したが、入居していない

転勤等により長期不在

相続により取得したが、どのようにしたらよいか分からない

建て替え・増築・修繕により一時的に退去している

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合 

1 毎日 21 11.5% 5 1 年に 1 回 35 19.1% 

2 週に 1～2 回程度 24 13.1% 6 数年に 1 回 9 4.9% 

3 月に 1～2 回程度 48 26.2% 7 その他 15 8.2% 

4 2～3 か月に 1 回 31 16.9%  

 合計 183 100% 

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合 

1 １年未満  11 2.8% 4 ５年以上～１０年未満 107 26.8% 

2 １年以上～３年未満 77 19.3% 5 １０年以上  129 32.3% 

3 ３年以上～５年未満 75 18.8%  

 合計 399 100% 

 

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合 

1 室内の清掃 96 9.2% 6 庭木・雑草の手入れ 291 27.8% 

2 空気の入れ替え 151 14.4% 7 戸締りの確認 170 16.3% 

3 破損個所の修繕 85 8.1% 8 特に何もしていない 63 6.0% 

4 水回りの点検 63 6.0% 9 その他 14 1.3% 

5 郵便物等の回収 112 10.7%  

 合計 1,045 100% 

「その他」の主な内容：管理会社による管理、防虫対策、近隣にお住いの方による管理など 
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問11 空家の維持管理は、どのくらいの割合で行っていますか。(1 つ選択) 回答数 402 

 

問12 空家があることで、お困りのことはありますか。(複数選択可能)   回答者 389 名  回答数 739 

 

「その他」の主な内容：所有者本人が売却する意志がない、病気により意思確認が困難、所有者本人が認知症や介護が必要な

状況であり手続きが困難、維持管理作業を手伝ってくれる人がいない など 

 
問13 今お持ちの住宅の将来的な活用について、どのようにお考えですか。(複数選択可能) 

回答者 479 名  回答数 729 

 
「その他」の主な内容：建替えて住む、子供に贈与・任せる、考えているところ、新しい賃貸住宅を建築、会の集り・研究所・事務所

として使用中など 

  

128

109

85

67

64

64

52

49

48

42

16

15

解体して更地になると、固定資産税等の負担が増大する

売却したいが、売却相手が見つからない

解体したいが、解体費用が高頷で解体できない

賃貸したいが、賃貸相手が見つからない

特になし

空家の中にある家財等の処分ができない

維持管理費用の負担が大きい

その他

空家についての問題をどこに相談すれば良いか分からない

改修費用が高い

利用したいが耐震性等に不安がある

親族間で意見の違いがあり対処できない

177

157

96

58

54

43

41

38

26

18

14

7

市場価格で売却したい

解体して土地を活用したい

自分又は家族が住む

安くても良いから売却したい

市場価格で民間に賃貸したい

予定なし

安くても良いから民間に賃貸したい

その他

別荘(セカンドハウス)として利用

市場価格で地域活動等に利用

安くても良いから地域活動等で利用

行政等に寄付したい

更地の

まま 5%

菜園な

ど 8%

売却した

い 47%

貸したい

15%

予定なし

10%

その他

15%

更地のまま 菜園など

売却したい 貸したい

予定なし その他

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合 

1 週１回程度  32 8.0% 5 ほとんどしていない 35 8.7% 

2 月に１回程度 85 21.1% 6 １度もしたことがない 10 2.5% 

3 年に数回程度 157 39.1% 7 その他 22 5.5% 

4 何かあった時に行く程度 61 15.2%  

 合計 402 100% 

問６で「居住していない」「居住はしていないが、様々な形で使用している」を選択した方を対象とした

設問 

解体後の活用方法の内訳 
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問14 将来的なことをどなたかに相談していますか。 (複数選択可能)    回答者 477 名  回答数 568 

 

問15 空家を利活用するうえで市に期待する支援、空家対策について要望する事項はありますか。

(複数選択可能) 回答者 340 名  回答数 695 

 
問16 ＨＰなどで空家の登録や利用を希望する方への紹介をするような制度ができたら登録を希望し

ますか。回答数 386（未回答除く） 

 

郵送先全員を対象とした設問                                           

問17 空家に関して、ご意見等がありましたら自由にご記入ください    ※意見の一部について概要を掲載 

 

156

142

90

83

69

67

67

21

解体に対する支援

不動産や法律などの専門家への相談

改修や修繕に対する支援

空家の登録制度 の実施

その他支援・要望等

管理等に関する支援

空家の管理・利活用などの情報提供

建物の耐震性・老朽化による危険性の診断等の支援

弁護士

14%

司法書

士 18%

宅地建

物取引

業者

45%

建築士

9%

その他

14%

弁護士 司法書士
宅地建物取引業者 建築士
その他

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合 

1 子供 172 30.3% 6 弁護士 5 0.9% 

2 父親又は母親 20 3.5% 7 地域(近隣住民等) 11 1.9% 

3 兄弟姉妹 74 13.0% 8 誰にもしていない 120 21.1% 

4 孫 4 0.7% 9 考えたことがなかった 21 3.7% 

5 宅地建物取引業者 73 12.9% 10 その他 68 12.0% 

 合計 568 100% 

「その他」の主な内容：不動産会社、司法書士、税理士、家族、親戚、夫、妻（配偶者）、友人等 

問 6 回答 回答数 割合 

1 希望する 95 15.6% 

2 希望しない 291 47.9% 

 未回答 222 36.5 

合計 608 100% 

 相談窓口がもっと身近にあって欲しい。無料で個別相談をして頂ける場を多く知りたい。 

 安心できる業者に売却したいので、紹介してほしい。 

 親子三世代の居住施策の環境を考えたらどうか。 

 空家の近隣住民の苦情だけではなく、所有者の諸事情を斟酌したきめ細かなサポート体制を作って

欲しい。 

 市街化調整区域や道路幅など住宅に関する法規制の特例や緩和が必要。（手続きが難しい。専門

的な話しで理解するのが難しい。費用や時間的な手間が必要。不動産会社も”どうにもならない”と動

いてくれない。） 

 所有者が認知症の場合でもある程度までなら本人で手続きができるよう規制緩和や特例などを設け

て欲しい。（後見人制度も費用と手間がかかり空家状態が続いてしまう。） 

 空家については固定資産税を 5～10 倍程度増税し、行政が代執行を行いやすくしその財源としては

どうか。 

 更地にすると固定資産税が減る事になれば、使わなくなった建物はどんどん解体されるのではない

か。  

 市民のみ行える伐採樹木破断器具の貸与、空家家財の清掃工場への持ち込みを、遠方在住者（市

民以外）にも解禁して欲しい。 

相談先の専門家内訳 
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参考資料6 法律・条例                                      

（１） 空家等対策の推進に関する特別措置法  

空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成二十六年法律第百二十七号 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに

鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に

関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成そ

の他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公

共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又

は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる

おそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置

することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなけれ

ばならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなけ

ればならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して

必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講

ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなけ

ればならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努め

るとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）

を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
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二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策につい

ての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定

による命令又は同条第九項から第十一項までの規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その

他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認め

られる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図

るための指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二条第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域として国土交通省令・総務省令で

定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種類及び当該空家等について誘

導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関

し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進区域内の空家等に該当する建築物（建築

基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等の跡

地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条

第二項（第一号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第
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一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定

のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の規定の適用を受けるための要件（第九項及び

第十七条第一項において「敷地特例適用要件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道（同法

第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障が

なく、かつ、空家等活用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で

定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措

置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二

第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第

七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あら

かじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条第二項の規定により読み替えて適用する建

築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に

関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二

項第一号の規定による認定又は同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準

用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十

五号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合において、用途特例適用要

件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合

する用途に供することが空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同

意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び第十八条第一項において同じ。）は、都市計画

法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調

和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めること

ができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を

組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等

に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第二章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの
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法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する

事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、

当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、こ

れを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関

するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で

利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理する

ものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、

当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置

している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の

生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。）に関するデ

ータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよ

う努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある 

状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第 

二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要 

な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家

等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特

定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律

第八十九号）第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をする

ことができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十

四条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。 
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３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法

第二百六十四条の九第一項又は第二百六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

第四章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理

するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第

二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的

活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘

導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に

対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二項（同条第十四項において準用す

る場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四

十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含

む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する

同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合

を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条

第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁

が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは

「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含

む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特例適用要件（以下この条

において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第

十三項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを

得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」

とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された空家等対策計画に記

載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十項に規

定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四

十三条第一項の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、

当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域

内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可

その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 
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（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定する業務のほか、空家等活用

促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家

等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第四十九条の規定の適用について

は、同条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）第十一条第一項に規定する業務のほ

か、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社

会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）第十三条第一項に規

定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地

の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保

全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助

言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な

措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要がある

と認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びそ

の事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己

に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴

取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を

求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及

び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十

分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるとこ

ろに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において

「命令対象者」という。）を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知
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することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、

その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」という。）にその措置を行わせること

ができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置

を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規定に

より当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その

措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨

を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等

は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適

用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。 

第六章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人

若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ

確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができ

る。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなけれ

ばならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出

なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供

又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業

又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。 
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（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業

務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改

善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の所有者等に関する情報（以下こ

の項及び次項において「所有者等関連情報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該

支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供す

ることについて本人（当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空

家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計

画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提

案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らか

にしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村

長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞

なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等

に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に

資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、

二十万円以下の過料に処する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、

第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定に

ついて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規定する施行時特例市に対するこの法律によ

る改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法（以下この条において「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規定の適

用については、新法第七条第八項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法

律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行の日（以下この条及び附則第六条に

おいて「施行日」という。）以後に新法第二十二条第十項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律による改正

前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項において「旧法」という。）第十四条第十項後段の規定による公告を行った場合について

は、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に同条第二項の規定による勧告を

行う場合について適用し、施行日前に旧法第十四条第二項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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（２） 千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例 

千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例 

平成 29 年 7 月 18 日 

条例第 31 号 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等及

び空地に関する対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び空家等の活用の促進等を図り、もって公共

の福祉の増進、地域の振興及び市民の安全に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）空家等 市内に所在する法第２条第１項に規定する空家等をいう。 

（２）空地 市内に所在する現に人が使用していない土地で市長が適切に管理する必要があると認めたものをいう。 

（３）管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。 

ア 空家等が法第２条第２項に規定する特定空家等の状態又は法第１３条第１項に規定する管理不全空家等の状態 

イ 空地がそのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行

われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

（所有者等の責務） 

第３条 空家等又は空地の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、当該空家等又は当該空地を適切に管理し、当該空家等又は当

該空地が管理不全な状態にならないようにしなければならない。 

（協議会の設置） 

第４条 法第７条第１項の空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項を調査審議するため、千葉市空家等対策協議会（次項

において「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員１０人以内で組織する。 

３ 委員は、市民、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（空地に関する調査） 

第５条 市長は、空地の所在及び当該空地の所有者等を把握するための調査その他空地に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うこ

とができる。 

２ 市長は、第７条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空地と認められる場所に

立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空地と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該

空地の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空地と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これ

を提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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   （所有者等による空地の適切な管理の促進） 

第６条 市は、空地の所有者等による空地の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう

努めるものとする。 

（管理不全な状態にある空家等及び空地に対する措置） 

第７条 市長は、第５条第１項又は第２項の調査により、空地が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、管理不

全な状態の改善に必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該空地の管理不全な状態が改善されないと認めるときは、当該助

言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、管理不全な状態の改善に必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認め

るときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、当該措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその

事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、当該措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己

に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を

行うことを請求することができる。 

６ 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求め

て、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場

所を、期日の３日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市長は、法第２２条第３項又はこの条第３項の規定による命令を受けた空家等又は空地の所有者等から当該命令に係る措置を履行す

ることができない旨の申出があった場合において、当該申出に係る理由が正当であり、かつ、緊急に当該措置を講ずる必要があると認めると

きは、当該所有者等の同意を得て、当該措置を講ずることができる。 

10 市長は、前項の措置を講じたときは、空家等又は空地の所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。 

11 市長は、法第２２条第３項又はこの条第３項の規定による命令を受けた空家等又は空地の所有者等が正当な理由がなく当該命令に従

わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

（１）当該命令に従わない者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

（２）当該命令の対象となった空家等又は空地の所在地 

（３）当該命令の内容 

12 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者に、意見を述べる機会を与えなければならない。  

13 市長は、第３項の規定による命令を受けた空地の所有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によって当該命令に係る措

置の履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法（昭和 ２

３年法律第４３号）の定めるところにより自ら当該所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該所有

者等から徴収することができる。 

14 市長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他市長が定める方法により、その旨を公示しなければならない。  

15 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る管理不全な状態にある空地に設置することができる。この場合においては、当該管理不

全な状態にある空地の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

16 第３項の規定による命令については、千葉市行政手続条例（平成７年千葉市条例第４０号）第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規

定は、適用しない。 
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（警察署との連携） 

第８条 市長は、空家等及び空地の管理不全な状態を改善するため必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署に対し、協力を

求めるものとする。この場合において、市長は、当該警察署に対し、法第１３条及び第２２条並びに前条の規定による措置等の内容を提供す

ることができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 

第１０条 第７条第３項の規定による命令に違反した者は、５万円以下の過料に処する。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年８月１日から施行する。ただし、第１０条の規定は、同年１１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の第５条の規定によりなされた現に人が使用していない土地で市長が適正に管理する必

要があると認めたものに対する指導及びこの条例による改正前の第６条の規定によりなされた現に人が使用していない土地で市長が適正に

管理する必要があると認めたものに対する勧告で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの条例による改正後の第７条

第１項の規定によりなされた指導及び同条第２項の規定によりなされた勧告とみなす。 

附 則（令和 5 年 12 月 19 日条例第 32 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（３） 千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する規則 

千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する規則 

平成 29 年 7 月 31 日 

規則第 42 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 ２６年法律第１２７号。以下「法」という。）及び千葉市空家等及び空地

の対策の推進に関する条例（平成２９年千葉市条例第３１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。 

（空家等対策協議会） 

第３条 条例第４条第１項に規定する千葉市空家等対策協議会（以下この条において「協議会」という。）に会長及び副会長を置き、委員の互

選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

５ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

６ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

（報告） 

第４条 法第９条第２項の規定による報告の求めは、空家等に係る事項に関する報告徴収書（様式第１号）により行うものとする。 

２ 法第９条第２項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書（様式第２号）により行うものとする。 

（立入調査に関する通知書） 

第５条 法第９条第３項及び条例第５条第３項の規定による通知は、立入調査に関する通知書（様式第３号）により行うものとする。 

 （立入調査員証） 

第６条 法第９条第４項及び条例第５条第４項の証明書は、立入調査員証（様式第４号）とする。 

   （勧告書） 

第７条 法第１３条第２項の規定による勧告は、管理不全空家等への勧告書（様式第５号）により、法第２２条第２項及び条例第７条第２項の

規定による勧告は、特定空家等・管理不全な状態の空地への勧告書（様式第６号）により行うものとする。 

（措置命令書） 

第８条 法第２２条第３項及び条例第７条第３項の規定による措置命令は、措置命令書（様式第７号）により行うものとする。 

   （命令に関する意見） 

第９条 法第２２条第４項及び条例第７条第４項の通知書は、命令に関する事前通知書（様式第８号）とする。 

２ 法第２２条第４項及び条例第７条第４項の意見書は、命令に関する意見書（様式第９号）とする。 

    （公開による意見聴取に関する請求書） 

第１０条 法第２２条第５項及び条例第７条第５項の規定による請求は、公開による意見聴取に関する請求書（様式第１０号）により行うものと

する。 

   （命令に関する意見聴取に関する通知書） 

第１１条 法第２２条第７項及び条例第７条第７項の規定による通知は、命令に関する意見聴取通知書（様式第１１号）により行うものとする。 
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   （命令代行措置） 

第１２条 条例第７条第９項の申出は、命令代行措置に関する申出書（様式第１２号）により行うものとする。 

２ 市長は、条例第７条第９項の申出があったときは、これを審査し、その結果を命令代行措置承認・不承認通知書（様式第１３号）により、

当該申出を行った所有者等に通知するものとする。 

３ 条例第７条第９項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次のとおりとする。 

（１）命令代行措置の内容 

（２）命令代行措置の概算費用 

（３）所有者等の費用負担 

（４）その他市長が必要と認める事項 

４ 市長は、前項に規定する事項について所有者等から同意を得るときは、命令代行措置に関する同意書（様式第１４号）の提出を受けるも

のとする。 

（公表） 

第１３条 条例第７条第１１項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

（１）千葉市公告式条例（昭和２５年千葉市条例第２９号）第２条第２項に規定する掲示場への掲示による方法 

（２）インターネットの利用による方法 

（３）その他市長が必要と認める方法 

２ 前項の公表を行うときは、その旨を公表通知書（様式第１５号）により当該公表の対象となる者に通知するものとする。 

（意見を述べる機会の付与） 

第１４条 条例第７条第１２項の意見を述べる機会（次項において「意見陳述の機会」という。）については、市長が口頭ですることを認めたとき

を除き、公表に関する意見書（様式第１６号）を提出して行うものとする。 

２ 市長は、公表に関する意見書の提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時）までに相当な期間をおいて、

公表の対象となる者に対し、意見陳述の機会付与通知書（様式第１７号）により通知するものとする。 

   （戒告書） 

第１５条 行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項の規定による戒告は、戒告書（様式第１８号）により行うものとする。 

   （代執行令書） 

第１６条 行政代執行法第３条第２項の規定による通知は、代執行令書（様式第１９号）により行うものとする。 

   （証票） 

第１７条 行政代執行法第４条の証票は、執行責任者証（様式第２０号）とする。 

   （標識） 

第１８条 法第２２条第１３項及び条例第７条第１４項の標識は、標識（様式第２１号）とする。 

   （委任） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２９年８月１日から施行する。 

   附 則（令和 5 年 12 月 19 日規則第 54 号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。  


